
──────────────────────────────────────────

○議長（藤井 要君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 ３時１５分）

──────────────────────────────────────────

◇ 鈴 木 茂 孝 君

○議長（藤井 要君） 一般質問を続けます。

通告順位５番、鈴木茂孝君。

（２番 鈴木茂孝君 登壇）

○２番（鈴木茂孝君） それでは通告に従いまして壇上より一般質問いたします。新型コロナ

ウイルスが再び猛威を振るっており、伊豆半島の中心部にまで感染が広まってきています。

松崎町でもいつ感染者が出ても、不思議ではありません。行政のしっかりした対応をお願い

するとともに、私たち議員はコロナの影響を受けている町民の方々の声を聞き、行政に伝え

ていかなければなりません。コロナへの対応に伴って、世の中は速いスピードで変化してい

きます。そのスピードに対応した町政ができているのか、町の今後の展望をどのように描い

ているのかについて質問していきたいと思います。

今回は、前回に引き続き、鳥獣害対策について、そして町長の行政運営についての２点に

ついて質問いたします。

以上、壇上よりの一般質問を終わります。

（町長 長嶋精一君 登壇）

○町長（長嶋精一君） 鈴木議員の質問にお答えします。1つ目、鳥獣害対策の推進について、

そのうちの１つ、鳥獣害対策の専門のスペシャリストを置く考えはないのか、ということで

ございます。回答します。

現在、産業建設課には、狩猟免許の資格を持っている職員が１名いて、鳥獣害対策の業務

を担当しています。彼は担当になってから有害獣による被害の現状を見かね、自ら狩猟免許

を取得し、身につけた知識や技量を担当業務に生かしてくれています。また、町猟友会へも

加入して多くの実践経験も積み重ねており、鳥獣害対策の専門家として町では非常に助かっ

ているところであります。しかし、いつまでも鳥獣害担当としておく訳にはいきません。後

任となる職員には鳥獣害対策の研修会へ積極的に参加させることでスキルアップを図り、そ

れによって鳥獣害対策の担い手を確保していきたいと考えております。なお、現在、産業建

設課では鳥獣被害対策実施隊が設置されていて、狩猟免許を持った職員もその一員として活



躍していますが、今後は猟友会との連携をさらに強化し、猟友会の協力をいただきながら、

引き続き町の鳥獣害対策をしていきたいと考えております。

鳥獣害の２つ目でございます。鳥獣害の被害面積が拡大する一方で、補助金の申請件数は

減少している。これは、この補助金の申請条件が、現状に合っていないからではないかと思

うが、どうか、より使いやすくしたらどうかというような質問でございます。回答いたしま

す。

補助金は、有害獣等被害防止対策事業費補助金のことかと思いますが、申請件数は平成29

年度41件、平成30年度35件、令和元年度25件と減少傾向になっていますが、本年度は11月末

現在で35件と逆に増えている状態でございます。申請件数は、その時の申請ニーズで変動す

るため、年度によって多い少ないがあり、必ずしも申請条件が現状に合っていないとは言い

切れないかと思います。しかし、申請者の声を聞くと年金生活で設置費用がかかって大変な

どの意見もありますので、現在、例えば年金を受給される65歳以上の世帯には、現状の補助

率２分の１を３分の２に引き上げるなど、より申請しやすい制度設計を検討しており、財源

的に実現可能であれば、来年度から実施していきたいと考えております。

町長の行政運営についてでございます。２つ目。そのうちの１つ、町長に就任して３年

間、どのような実績を残したと考えているか、という質問でございます。

私は、町民が地域に愛着を持ち、暮らしやすいと思える環境整備をすることが何よりも大

切と考え、町民満足度の高い町にしたいと考えております。そして、その手段、基本的理念

として「農林水産観光業の一体推進による経済活性化」、「災害に強い町づくり」、「医

療・福祉の充実」を掲げさせていただきました。また、平成30年度から５年間の総合計画後

期基本計画を策定し、具体的な重点取組施策を挙げ取り組んでおります。ただ、理想だけを

語るのではなく、現実に直面している問題から目を背けず行動に移してまいりました。例え

ば、町民の高齢化の進展により、買物や病院などへの移動が困難な状況を踏まえ、町独自の

買物等支援タクシーを創設いたしました。また、長年進展しなかった山口雲見線事業につい

ては、用地問題を解決し、地域の生活路線として、国道136号の災害時の緊急路線として整備

の見通しが立ちました。その他、棚田保全の持続可能な体制づくりを再構築することがで

き、また長年の懸案課題であった松崎新港の利活用に向け、クルーズ船、駿河湾フェリー誘

致の実現に向けて大きく前進することができたと考えております。道の駅パーク構想や岩科

診療所の開設等、まだ道半ばの事業もありますが、町民や議会の皆さまのご理解を得て進め

てまいりたいと考えております。



町長の行政運営の２つ目でございます。任期の残り１年、どのような事を注力して行くの

かという質問でございます。回答します。

私の任期も残り１年となりましたが、町の将来を見据えた総合計画後期基本計画や、第２

期総合戦略の着実な推進を、図ってまいりたいと考えております。また、新型コロナウィル

ス感染症は依然増加傾向にあり、地域社会において、その影響は大きなものであります。町

といたしましても、感染防止と経済活動の両立を図る中、町民の安心・安全を確保するとと

もに、町内経済を支えることが重要であり、国・県とも連携しながら適切な対策を講じてま

いりたいと考えております。

町長行政運営の３つ目でございます。第５次総合計画についてということであります。回

答いたします。

第５次総合計画につきましては、総合計画委員会、議会全員協議会でご説明させていただ

きましたとおり、令和４年度までの残り３年間の執行状況と事業予定を確認しながら進めて

おるところでございます。総合計画は、毎年各課においてローリングを行い、必要に応じて

見直しをしながら、重要な事業の執行をしております。今後も社会情勢等を勘案しながら適

正に進めてまいる所存でございます。

以上、鈴木議員の質問にお答えいたしました。

○２番（鈴木茂孝君） 一問一答でお願いします。

○議長（藤井 要君） 許可します。

○２番（鈴木茂孝君） それではまず、鳥獣害被害が、どれほど大きな問題であるかというこ

とについて述べたいと思います。近年、イノシシ、シカなどが里に下りてきて、農作物を荒

らす、こういう事例が増えてきております。農作物で生計を立てている農家はもちろん、や

りがい、 生きがいをもって自家菜園をされている方の楽しみが奪われております。その結

果、農地は荒れ、耕作放棄地となり、農業だけではなく大きな観光資源である景観にも影響

が出ております。農作物被害だけではありません。下田市では市街地にイノシシが夜間出没

したり、小学校のグランドを掘り返したり、といった被害が起きています。さらには、高齢

者や子供などに危害を加えるということも危惧されております。幸い、まだ、そのようなこ

とは起こっておりませんが、町民の日常生活に支障が出てくる前に、有効な対策をとり共存

の道を探していかなければならないと考えます。そこで先ほどお話がありました現在の担当

の方ですが、おっしゃられたとおり、自ら罠の免許を取得し、農家とともに駆除、そして解

体など熱心に取り組んでおられます。役場の職員にとって人事異動は避けられないものとは



思いますが、次の担当者が、同じような事を行うというのは、大変難しいと考えます。かつ

て、町長が議員であった時に、防災のスペシャリストをおいてはどうかと、町に提案したこ

とがございます。鳥獣害対策は、山の状態の把握、動物の生態などの多くの経験が必要な仕

事であると思います。下田市では、２名が鳥獣害駆除の専門家として雇用されております。

町長が先ほどおっしゃられたとおり後継者を育成しつつ、しばらくは鳥獣害のスペシャリス

トとして活躍していただきたい、そのように思いますがいかがでしょうか。

○産業建設課長（新田徳彦君） 今、町長からの答弁でもありましたけれども、うちの産業建

設課の職員で１名、狩猟免許を持った職員がですね、おりまして彼が熱心にですね、鳥獣害

の相談ですとか、現地へ出向いてですね、罠を設置してくれたりってことで、本当に助かっ

ているところでございます。ただ、彼の場合は、一般事務職で採用された経過がありますの

で、彼もいつまでも同じ担当をというわけにはいかないかと思います。いつかは、異動とい

うような形でいくと思いますけれども、ただ、余所に行ってしまうのではなくて、同じ役場

の中におりますので、当然、次の担当者も研修なんかに参加してスキルアップすることは当

然なんですけれども、狩猟免許を持った職員からですね、ノウハウなんかも教えてもらうこ

とも、可能でありますので、その辺は、今、免許を持っている人間をですね、うまく使いな

がらですね、町としての鳥獣被害対策に取り組んでまいりたいなと考えております。

○２番（鈴木茂孝君） では、そのようにご配慮願いまして、なるべく長く、後継者がしっか

りと育つまで、いていただければなと思っております。

次に鳥獣害の対策補助金ですけれども、先ほど補助金申請の件数については、お話いただ

きましたが、被害面積ですね、被害面積が平成29年が53アール、平成30年が119アール、そし

て令和元年が215アールとおよそ倍ずつ、すごいスピードで増えております。今年は、特にイ

ノシシ、シカを見ることが多く、かなりの被害面積というふうなことが予想されます。私

が、補助金の申請の仕組みが現状に合ってないというのは、現在の仕組みは申請してからお

よそ１週間しないと資材購入の許可は出ません。しかし、その間にも、鳥獣害被害はどんど

ん進み、ひどい時には、一晩で全滅ということもあります。ですから、多くの方は、被害を

発見したら、すぐに資材を購入して、対策します。申請して許可が出るまで、待っていられ

ないので申請そのものをしないのです。ぜひ、即日又は翌日許可などのスピード感をもった

申請の仕組みに変更していただきたい、そのように思います。

また、補助率につきましても、先ほど65歳以上の高齢者の方に補助３分の２というふうな

形のお話がありましたが、やはり、大規模農家、ある程度の大規模農家にとってもやはり、



なかなか金銭的に厳しい問題であります。ある程度の規模の農家にもやはり補助率2/3、そし

て現在、限度額が15万円ですが、これを倍の30万円に引き上げるということもお願いしたい

と思っております。

もう１点、補助金申請が１回限りという点です。動物が出没し始めると、田んぼや畑など

周辺に被害が及びます。田畑を持っている方の場合は、田んぼか畑のどちらかしか補助金を

受けられないというようなことになります。補助金の執行率というものは、ここ３年で70%程

度、つまり予算の30%は余っているわけですから、限度額になるまでは、回数制限なしでその

方に使っていただくということでいいのではないかと思います。これら３点について、変更

して利便性を向上させていくことが必要と思いますがいかがでしょうか。

○産業建設課長（新田徳彦君） 何点かご質問がございました。有害獣等被害防止対策事業費

補助金でございます。こちらにつきましては、最近多いのは、被害に遭われてから申請に来

られるっていう方が多いもんですから、出来れば被害に遭う前にですね、予防的な意味で早

め早めの申請をしてくださいってことで、周知をしているところでございます。

ご質問といたしまして、１点目、申請してから許可が下りるのに長いよというような、ご

質問だったかと思います。スピード感ある手続きをというようなことだと思いますけれど

も、我々の方もできるだけ急いでやっているつもりであります。今、現状をみますと、早く

て３日間ぐらい、で、遅いと土日入ったりしますので、１週間ぐらいかかってしまうことが

あると、なぜこんなにかかるのかと言いますと、やはり、この補助金につきましては、税を

滞納されてる方は対象外にさせてもらってる都合があります。個人情報なんかもありますの

で同じ役場だからといってうちの職員が、じゃあ税の担当課の方へ行ってちょっと教えてね

っていうわけにはいかなくて、文書でのやっぱりやりとりになって、そこで調査をしたり、

あと、決裁行為をしなければならないと・・。やはり財源が税金でございますので、これ補

助金ありませんので、やはり一定のルールに基づいた形でやらなければならないということ

で時間がかかっているということでご理解いただきたいなと思います。

それから限度額を15万円から30万円というようなお話でしたけれども、今、色々実績を見

ていますと限度額の15万円を超えたというのは年に本当の数件しかありません。この限度額

につきましては、平成30年度に10万円から15万円に上げたという経過もありますので、それ

につきましては、もうしばらくちょっと様子を見たいなと思っているところでございます。

それから今、申請がですね、１回限りということで何回もその限度額の範囲内で申請でき

ないかというような事でございますけれども、今例えば当初予算が280万円あります。１人の



方が15万円の限度額を丸々使うとなりますと、大体18人から19人ぐらいの方しか使えなくな

ってしまうということになります。この補助金につきましては、出来るだけ多くの方に、使

ってもらいたいというような趣旨がありますので、できればですね、かかってから申請され

るのではなくて、あらかじめ余裕を持ってですね、申請をしてもらえたらなと考えていると

ころでございます。

補助率の関係で、先ほど町長の答弁でありましたけれども、申請者の中でやっぱり、退職

をされて農業を始めたんだけども、今は年金暮らしで設置費用も大変だから設置はちょっと

我慢してるよっていうような声もあったもんですからね、もう少し、そういった方々が利用

しやすいように、利用していただければ、有害獣の対策防止にもつながるわけなものですか

ら、こういった方については、今の補助率1/2から2/3っていうこともありだよねっていうこ

とで今、内部で検討をしているところでございます。以上でございます。

○２番（鈴木茂孝君） まず、その一部の税金の滞納の方がおられると思うんですが、その方

に配慮して、数多くの普通に税金納めてる方のものが阻害されるということなるんじゃない

かと思います。例えばですね、税金を滞納した場合には、お金を支給しませんというような

欄を作ってですね、そこへチェックを入れてもらって、至急お金、買っていいですよ、柵を

買ってもいいですよ、と言いますが、実際にお金が入ってくるのは１ヶ月ぐらい後なわけ

で、その間に調べて、あなたは税金を滞納しているので、お金は出ませんというような形を

やってもいいと思うんですよ。ですから、どのようにしたら出しやすいか、どのようにした

ら町民の方が利用しやすいかという視点に立って、こうしたらやりやすいよね、っていうよ

うな形に、立場で考えていただきたいというふうに思います。大規模農家が30万円にしたら

ということですけども、なかなか大規模農家って数が多いもんじゃありませんし、その辺

は、いくつかの農家に対応して30万にしますよと、30万使う方は、正直言って30件も40件も

いるわけではないので、その辺もこれから農家を支援するという意味で、やはり、やってい

ただければ、柑橘なんかは途方もない面積になりますので、その辺もやっていただければあ

りがたいなというふうに思います。

それから、予防的に張るものだよという話がありましたが、予防的に張ったとしたらすご

い量の申請が来ると思うんですよ。もしかしたら、自分の所もあるかもしれないっていった

ら、すごい量の申請が来ると思うんです。やはり、農家としてはなるべくやりたくない。一

般の自家栽の人もなるべくやりたくない、その中で、どうしても、来てしまったら、やるし

かないねということで、やっているってのが実情ですので、やはり、その辺のスピーディー



というのを、いろんなことがありますけれども、まずスピーディーに出すにはどうしたらい

いかっていうものを念頭に置きながら、そういうような変更していっていただきたいなとい

うふうに思います。いかがでしょうか。

○産業建設課長（新田徳彦君） まず、税の滞納があるなしの確認についてでございますけれ

ども、本人の申し出をそのまま鵜呑みにするわけにはいかないものですから、やはり、ちょ

っと調査をさせてもらいたいというところでございます。それからあと、大規模農家でやら

れる場合、このケースの場合についてはですね、事前に、例えば何人でこういうふうにやり

たいっていうことであれば、例えばその、省けるところも、やっぱり、出てくると思うんで

すね。例えば４人いれば、真ん中のところは張んなくてもいいよとか、そういうのがありま

すので、その辺については、事前に相談をしていただければ、前向きにうまくいくような形

でアドバイスできるのかなと考えているところでございますね。予防的に張ったらというこ

とで、先ほどから申させていただいておりますけれども、今の現状、そのような形でやって

も、とてつもなく、そんなに多くの申請が来ているわけではありません。ただ、今、現実問

題としてやっぱり困ってるのが、昨日被害にあったから、もうすぐ、今日張りたいよという

ことになっちゃうと、やっぱり、あのこれ税金で、やっぱり、やることになるものですか

ら、その辺の事については、もうちょっと余裕をもってお願いをしたいということで、一

応、お話の方はさせてもらってるという経過がございます。

○２番（鈴木茂孝君） その辺がですね、やっぱり、住民のニーズというもので、やはり今日

やられたら、明日欲しい、作りたいっていうのが本当に今、皆さん感じている、特に今年は

自分の住んでいる地区にも多く出ました。その方たちがどうしてるかというと、やはり、そ

の日のうちに買いに行くと。申請したら半分出ますよって言っても、そんなの待ってられな

いよという方が大半。それが、今の現状ですので、その辺を考えていただいて、なるべく出

すように、スピーディーに出すにはどうすればいいかと、いうような所を税金が、滞納して

いるかもしれないんだったら、滞納していたら駄目ですよっていう項目を設けていくってい

うようなことがより早く、申請が通るような事になると思います。それから、１回限りとい

うお話ですけれども、予算が足りなくて、毎年、足りないということであれば、それは１回

限りということもありますけれども、予算が毎年30パーセント余っていて、そして、余って

いるから、お金も減っているんですね、補助金も・・。平成29年度183万２千円で、その次の

年はちょっと増えて200万になります。令和元年度は126万円と減っているんですね、やっぱ

りね。その辺をもうちょっと即日に申請できれば、もっともっと皆さん使ってくれると思い



ますので、その辺をもう１回考えていただきたいなというふうに思います。これは、以上

で・・。

それから、鳥獣害被害というのは、悩む市町がたくさんあります。特に、山々に囲まれた

伊豆地方にとっては深刻な問題です。シカの頭数で見ますと全国平均では平方キロでシカは

５頭、ということですが、伊豆半島は27頭というふうになっております。これをですね、害

獣が多いなとみるか、それとも大きな資源とみるか、これは今後の行政の施策によって変わ

ってまいります。鳥獣害被害は、先ほどの渡辺さんのお話もありましたが、個人の対応の限

界を超えています。町がしっかり対応すべき問題と考えておりますので、今後、引き続き取

り上げていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

それでは次の町長の行政運営についてに移ります。３年間の実績についてですが、町長が

就任の挨拶にあげた、３つの柱に沿って、この３年間の実績について質問いたします。

まず、１つ目の柱の農林水産業の一体推進による経済活性化について、道の駅パーク構想

において直売所の建設を目指し、ワーキンググループを作り議論したわけですが、座長の交

代ということもあり、議論がうまく進んでいたとは言えません。結果、議会の理解が得られ

ず、未だに大きな動きはありません。桜葉産業に関しては積極的に行政が関わっていくとし

ながらも、目に見えた進展はありません。町長は、議員の時から熱心に桜葉について、取り

組んでこられました。平成28年６月の議会において、桜葉業界の一番困っているところを掴

んでいかないと、掛け声だけで終わってしまうよと述べております。町長になって、３年過

ぎますが、一般社団法人の解散など、むしろ後退しているようにすら感じます。私が議員に

なって初めての一般質問で桜葉を持続可能な産業にするにはしっかりとした組織作りが必要

であると述べましたが、今そのような動きはあるのでしょうか。あるか、ないかでお答えい

ただきたいです。

○町長（長嶋精一君） 鈴木議員は私ができなかった事について、ちょっと、言っているみた

いで、私はその他に、やったことがたくさんあると自分で考えております。桜葉について

は、何をやろうと・・、もう一度、質問してもらえますか。

○２番（鈴木茂孝君） しっかりとした組織づくり、体制づくりが必要であるというふうに町

長も議員時代に述べておりますし、私も町議になって初めての一般質問でそのように述べた

ことがありますので、その組織というのが、ちゃんと、今、作るという動きがあるのかどう

か、お聞きしたいと思っております。

○町長（長嶋精一君） まだ、非公式ですが、そういう体制を作っていきたいなと思っており



ます。

○２番（鈴木茂孝君） 是非、お願いいたします。桜葉産業は松崎にとって大切な大切な宝の

産業ですから、是非、お願いいたします。

２つ目の柱ですね、防災、減災対策。計画では令和３年に避難タワーの計画をする・・、

設計をする予定になっておりますが、先送りとなっています。場所の選定に時間がかかると

のことですが、計画した以上それに向けて行動し、安易に先延ばしすべきではありません。

災害時に役場職員だけでは対応が困難なことは明白であり、自主防災への積極的な働きかけ

もないように感じております。

３つ目の医療福祉の充実について。診療所の誘致をされてるわけでありますが、スムーズ

に進んでいるとは言えません。これについては、他の議員が後ほど議題としますので、私か

らは詳しく述べません。前回の一般質問でも申し上げましたが、先ほど直売所建設の話があ

りましたが、11月18日の全員協議会でやはり、先ほど、お話がありましたが、この計画につ

いては、全く計画がないよというような話がありました。これについては、先ほどシンプル

なものを作りたいという話がありましたが、私の提案ですが、例えば、かじかの湯が今ござ

います。あそこを直売所のような形にして、試み的にやってみるという考えもあると思いま

すが、いかが思いますか。

○町長（長嶋精一君） 確か、鈴木議員は、前の時から、そのような考えを持ってられたかな

あと・・、記憶しておりますけれども、道の駅直売所については残念ながら、鈴木議員も懇

親会というか、進める中の委員になっておったんですけども、残念ながら、議会でもって否

決されました。これ非常に残念でありました。しかしながら、私は先ほど、渡辺議員の質問

に答えたとおり、まだ、どのような形で進めるかは、はっきりとはここでは言えませんけれ

ども、先ほど若干述べたとおり、基本的にはシンプルで、そして高齢者の方々とか、あそこ

に気軽に行けるような居場所みたいな形で、やっていきたいなというふうに考えておりま

す。そして、今、かじかの湯の後に、それを段階的にね、その直売所を作ったらどうかって

いう質問ですね・・・。

○２番（鈴木茂孝君） かじかの湯が使われないまま残っていますので、例えば農作物が本当

に集まるのか、本当に販売して売れるのか、というようなことを試してみる、ということも

必要かと思いますので、かじかの湯の施設を利用してやってみてはどうかという提案です。

○町長（長嶋精一君） それも、はっきりとは・・、検討しますとは言えませんけれど

も・・、ちょっと難しいのではないのかなと・・、仮にやってみるということも必要でしょ



うけれども、それについては、せっかくの鈴木議員の提案でございますので、考えてみたい

なというふうに思います。

○２番（鈴木茂孝君） ありがとうございます。是非、いろんな方の意見を聞きながら、急が

ず、ゆっくりとやれればいいのかなっていうふうに思っております。そして、２の２の任期

の残り１年ということ・・、どのような事に注力していきたいと考えているかをちょっと後

に回しまして、３番の第５次総合計画について伺いたいと思います。

先ほどもお話しましたが、町長の大きな公約である桜葉振興、この予算が令和４年度から

60万円しか付いておりません。議員の時には、桜葉の畑は、45ヘクタールにして５億円を売

り上げると、いうようなお話をされておりますが、この予算で、どのような振興をする予定

ですか、お答えください。

○産業建設課長（新田徳彦君） 桜葉振興につきましてはですね、補助金的なもので、一応計

上させていただいております。ただ、今振興会の方と一応話しあっていく中でですね、どう

いったお金が必要かという中での補助金計上っていう形になっておりますので、また、今も

振興会の方と話し合っていますので、何かこういうことをやってみたい、こういうものを導

入してみたいってことが、あればですね、随時、そういった支援をしていく考えでおりま

す。

○２番（鈴木茂孝君） 繰り返しになりますけれども桜葉振興に関しましては、やはり、ま

ず、組織作り、そして生産から販売まで、きちんとした道筋が見わたせるような計画を作っ

て行かないと。そこでお金を少しずつ入れても、結局は何も残らないというような事になっ

てしまうんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、やはり、きちんとした計画を立

てるということが重要です。残り１年、町長、なりましたけれども、是非、道筋をつけてい

ただきたい。そのように考えておりますがいかがでしょうか。

○町長（長嶋精一君） 鈴木議員が・・、非常に貴重なご意見を・・、提案をいただきました

けれども、そのつもりで１年間頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。

○２番（鈴木茂孝君） 少し話は移りまして、第５次総合計画の中にある国際理解推進事業っ

ていうところにまいります。計画ではＡＬＴが２名の予算がついておりますけれども、現状

は１名です。来年度からは、聖和保育園への派遣というのもお願いするところでありますけ

れども、小学校、中学校の先生方に聞きますところ、現状の１名で授業ができているという

ようなお話でした。その中で、中学校の先生から支援員の先生が足りないよと、支援員の先

生を増員してほしいということを強くお願いされました。私の娘も中学に通ってるんですけ



れども、個人の能力に大きな差が開いているということを実感しております。中学校の支援

員の増員に是非、予算配分をしていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。

○教育委員会事務局長（齋藤 聡君） 学校の支援員につきましては、今現在、小学校と中学

校にそれぞれ支援員を配置しております。来年度につきましても、小学校、中学校それぞれ

若干ちょっと、内部で調整をさせていただきたいと思いますが、今現在に、ちょっと、ズレ

ると思いますけれども、支援員の予算を要求をしようと思っております。

○２番（鈴木茂孝君） 町長いかがでしょうか。予算配分お願いします。

○町長（長嶋精一君） 今、教育委員会の局長から話がありましたけれども、色々、全体を見

ながらね、全体を見ながら検討してまいりたいなと、このように思います。

○２番（鈴木茂孝君） ちょっと話は飛びますけれども、コロナでリモートワークというのが

ございます。その中で、移住してくれる方々が望むものというのは、やっぱり松崎町である

ものといえば、大自然ですか、その中で、やはり教育にも、熱心だよ、ということになれ

ば、さらに、そういうような移住者っていうのが、増えてくと思いますので、是非、その辺

の予算をお願いしたいと思います。

それから、町民の生命、財産を守るというようなことも、今日、冒頭の町長の挨拶にもあ

りましたように、非常に大切なことです。最近、また、コロナの感染者が急増しておりま

す。先ほどの田中議員の質問と重なることもあると思いますが、12月４日市町駅伝の前日の

ことについてお尋ねします。町長、先ほど田中議員のお話に答えまして、ホテルで仕事をし

ていたというお話ですが、実は、当日ですね、５時から川勝知事の会見がございました。そ

の中で、往来に注意ということでレベル４として、静岡市、そして伊東市が挙げられていま

した。そこに、わざわざ出かけて行って仕事をしていくというような事はどうなのかなって

思うんですけれども、それについてはどう思われますか。

○町長（長嶋精一君） いや、私は１人で行ったわけですけれども、翌日は、みんな大勢で行

ったんです。静岡へ・・。全く問題ないと思います。しっかりとした感染対策を行って、行

ったわけですので、何を言わんとしているのかちょっと理解に苦しみますけれども、とにか

く感染症対策については、万全を期して行ったわけですから、よろしくお願いいたします。

○２番（鈴木茂孝君） １人で行ったとおっしゃられていましたけれども、運転手さんも一緒

に行っておられますね・・、２人でね、行っておられます。そしてですね、これは、公金で

ございます。税金です。この税金というのは、市町駅伝の予算から出ております。市町駅伝

のコーチというのは、ほとんどボランティアで、予算がないためやっております。その中



で、町長は、その予算を２人分宿泊代、交通費として使うっていうことはどうなのかなと思

うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。

○議長（藤井 要君） 申し上げます。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを

延長いたします。町長、答弁の方を・・。

○町長（長嶋精一君） 毎年そういう形で、町長とそれから教育長、あるいは町議会議長です

か、それが、一緒に前日行っておる・・、今年はコロナでもって、みんなが子供たちと一緒

に行こうということになって、私だけは自分自身いろんな面でやることがあって、先に行っ

たということに過ぎません。毎年、毎年、町長と教育長、それから議長は前日に行っており

ます。それが、たまたま、今年はそういうことは、なかったということでございます。公金

を無駄に使ってるという意識は全くございません。

○２番（鈴木茂孝君） これはですね、平常時ならばそのような話は通るかもしれませんが、

レベル４の地域にわざわざ仕事をしたいからということで・・、別に役場でもいいわけです

よ、仕事をするのは。むしろ役場の方が、職員もいますし、書類も揃っていますし、やりや

すいと思うんですね。それをわざわざホテルに行ってやるということはですね、それに対し

て、例えば皆さんの理解が得られるか、というようなことは考えたことございますか。

○町長（長嶋精一君） 田中議員と鈴木議員は私を集中攻撃しておりますけれども、私は全く

そんなことはね、間違った事をしたなんて思っておりません。この３年間、町長として１年

３ヶ月経ったら、いきなり不信任を突きつけられた、こういうことは、松崎町でも、始まっ

て以来と言われております。しかしながらですね、私は町長として、町民それから松崎町の

ために間違ったことはしてないという信念が強かったものですから、何もたじろぐことはあ

りませんでした。

○議長（藤井 要君） 町長・・。

○町長（長嶋精一君） だから、本件についてもね、あんまりそういうことでですね、個人攻

撃みたいな事やってもね、全く町にとって進展はないと思います。町会議員として町民のた

めに、もっともっと、やってもらいたいなというふうに思います。

○２番（鈴木茂孝君） 私ですね、松崎町のためにと思って今言っております。我々議員や、

役場の職員、そして町民の方々が、感染に最大限の注意を払っている中で、これは不要不急

の宿泊をしたと言われても仕方のないことです。もし感染となれば、副町長がいない今、町

は大混乱になります。本来であれば、ご自身の判断で日帰りに変更すべきであったと私は思

います。それからこれは、町長の昔の言葉ですが、70歳を過ぎるといくら優秀な人間でも、



情熱、気力、体力、粘り強さ、目標に対する達成意欲がどうしても減退する。これは町長が

議員の時に、28年６月の一般質問の中で発言された言葉です。最近の町長の危機管理の意識

の欠如した行動を見ておりますと、町長自身も70歳を過ぎてやや判断力が落ちてきたという

ふうに思いますが、ご自身ではどのように感じておられますか。

○議長（藤井 要君） 鈴木君に申し上げます。質問が少しずれているような気もいたします

ので・・。

○町長（長嶋精一君） 町の会議規則、町会議員の会議規則、あるいは地方自治法の中におい

て、失礼な、無礼な言葉を発してはいけないというのが規定にございます。今の部類も非常

に失礼な言葉ではないのかなと私は思います。後で、会議規則等よく読んでください。70歳

を過ぎて個人差があって、バリバリできる人間もおります。そのうちの１人は私ではないか

と思ってます。

○議長（藤井 要君） お静かに。

○２番（鈴木茂孝君） 私ですね、私がいくら怒られましょうが、町のためになれば、いくら

でも怒られる覚悟でおります。今の言葉ですね、おそらく、それ言われた、前の指出副町長

もそのように言いたかったんではないかと、そのように思います。今の話からしましても、

私の感じですけれども、他の議員も感じているかもしれませんが、やはり町長は少しズレて

おります。普通の感覚からちょっとズレております。そして、これはご自身では思われてな

いかもしれませんけれども、先ほどの田中議員とのやり取りを見ましても、やはり少し、ズ

レております。是非、周りの方々、松崎町の職員というのは非常に優秀でございます。です

から、周りの方々にアドバイスを求めながら、職務を遂行していただきたいというふうに思

います。

どうか残り１年、この情熱を持って町政の舵を取っていただけますようお願いいたしま

す。

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（藤井 要君） 以上で鈴木茂孝君の一般質問を終わります。

（午後 ４時０２分）

──────────────────────────────────────────


